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1．年金制度の体系  
（数値は、注釈のない限り平成18年3月末）   

確定拠出年金  確定拠出年  

金（企業型）  〔冠若〕挺票〕  

確定給付  

企業年金  

適格退  

職年金  

厚生年金   

基金  
国民年金基  

〔警乗】  

（職域加算部分  

厚生年金保険  

加入員数 3′302万人  

三共済、旧農林共済を  

）
 
 

金
 
 

年
 
 

基
 
 

（
 
 

金
 
 

年
 
 

民
 
 

国
 
 

第2号被保険者  
の  

被扶養配偶者  
〔  〕〔 

自営業者等  民間サラリーマン   〕〔公務員等〕  

」1′092万人 1  2′190万人  （3′766）万人  

第3号被保険者  第1号被保険者   第2号被保険者等  

※厚生年金基金、確定給付企業年金、適格退職年金及び私学共済年金の加入者は、   

確定拠出年金（企業型）にも加入できる。  （7′049万人）  
※国民年金基金の加入員は、確定拠出年金（個人型）にも加入できる。  

※適格退職年金については、平成23年度末までに他の企業年金等に移行。  

※第2号被保険者等は、被用者年金被保険者のことをいう（第2号被保険者のほか、  

65歳以上で老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を有する者を含む。）。  
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2．企業年金等の状況  
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3．日本の年金・退職金制度の沿革（1）  

公的年金   企業年金t退職金   

昭和  

16  労働者年金保険法制定   

19  厚生年金保険法に改称   20年代以降企業において  
29  退職一時金制度が発達  

・定額、報酬比例の2本建て  

・男子60歳、女子55歳支給  

34  
定  

特定退職金共済制度発足  

36  
37  適格退職年金制度発足  

40  

41  厚生年金基金制度発足  

44  

46   勤労者財産形成促進法制   

48年改正  定   

・物価スライド制、賃金再評  

価制度導入、5万円年金  

60年改正：基礎年金の導入  

＝＝＝■■■■ ＝＝■■ ■■t■■■■■t■t■ t■■■lト■■t ■■■■ ■▼■■ ■■■t■■■● ■■●●■▲■■ ▲■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■1■■■ ■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ●■■● ＝■ ■■■■ ■■  

6   



3．日本の年金・退職金制度の沿革（2）  

公的年金   企業年金・退職金   

12  

・給付水準の5％適正化  

t報酬比例部分の支給開始  

年齢引上げ   

13  業年金法制定  

確定拠出年金法制定  

→受給権の保護、労働移  

動に対するより柔軟な対応、  

制度選択の幅の拡大  

14  代行返上（将来期間分）開  

始  

厚生年金基金の運営の弾  

力化（キャッシュバランスプ  

ランの導入等）  

15   厚生年金基金の運営の弾  

力化  

・積立水準の回復計画の期間  

延長等  

代行返上（過去期間分）開  

始   

厚生年金基金t確定給付企  

業年金の運営の弾力化  

・財政検証に係る予定利率の  

見直し  

・給付減額手続きの明確化  

等  

・免除保険料率の凍結解除  

等  

・企業年金のポータビリティ  

の確保  

・確定拠出年金拠出限度額  

引上げ、中途脱退の要件緩  

剋  

16年改正  

・保険料水準固定方式の導入  

－マクロ経済スライドの導入  

t基礎年金国庫負担割合の引  

上げ  

・積立金の活用  
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